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２ その他の大気環境調査結果

(1) 有害大気汚染物質調査

      大気汚染防止法第１８条の４４の規定に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン等の測定方法が確立している有害大気汚染物質２１物質についての

調査を３市の７地点で実施した。

（ア）環境基準が定められている４物質について

   有害大気汚染物質のうち、環境基準が設定されている４物質（ベンゼン、トリクロロ

エチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン）について調査したが、すべての調

査地点で環境基準値を下回った（表１７）。

   また、令和２年度の全国調査結果と比較した結果、調査したすべての物質について同

等若しくはそれ以下の濃度レベルであった。

表１７ 環境基準が設定されている４物質の調査結果
                                    （単位：μg/ｍ

３
)

物 質 名

長崎県の調査結果

（令和３年度）

全国の調査結果

（令和２年度） 環境基準

(年平均値)
地点数 平均値

年平均値の範囲
地点数 平均値

年平均値の範囲

最小値 最大値 最小値 最大値

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ５ 0.66 0.57 0.77 398 0.79 0.34 3.0 3.0

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 5 1.4 0.018 6.9 351 1.3 0.0033 130 130

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 5 0.10 0.022 0.28 349 0.086 0.0040 0.73 200

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 5 0.78 0.51 1.1 354 1.3 0.024 8.7 150

（イ）指針値が示されている９物質について

   有害大気汚染物質のうち健康リスクの低減を図るための指針値が設定（環境省の諮問

機関である中央環境審議会の答申）されているアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、

水銀及びその化合物､ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジ

エン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物について調査した（表１８）。

   いずれの物質も全調査地点で、指針値よりかなり低い濃度であった。また、令和元年度の全

国調査結果と比較しても、同程度若しくはそれ以下の濃度レベルであった。
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表１８ 指針値が設定されている９物質の調査結果

      （ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ､塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ、クロロホルム、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ   単位：μg/ｍ
３
)

                                                  (上記以外の物質   単位：ｎg/ｍ
3
)

物 質 名

長崎県の調査結果

（令和３年度）

全国の調査結果

（令和２年度） 指針値

(年平均値)
地点数 平均値

年平均値の範囲
地点数 平均値

年平均値の範囲

最小値 最大値 最小値 最大値

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 3 0.018 0.017 0.02 333 0.050 0.0014 0.95 2

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ 3 0.014 0.005 0.019 325 0.035 0.0019 1.1 10

水銀及び

その化合物
3 1.7 1.7 1.7 279 1.7 0.17 5.7 40

ﾆｯｹﾙ化合物 4 2.6 2.0 3.1 274 2.5 0.13 14 25

クロロホルム 4 0.14 0.094 0.16 337 0.27 0.0040 13 18

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 4 0.12 0.078 0.16 335 0.16 0.017 4.0 1.6

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 4 0.046 0.005 0.10 369 0.074 0.0018 1.4 2.5

ヒ素及び

その化合物
5 1.2 0.84 1.8 275 1.5 0.075 50 6

マンガン及び

その化合物
4 17 12 26 269 20 1.2 130 140

＊クロロホルム、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝについては平成１８年１１月、ヒ素及びその化合物につい

ては平成２２年１０月、マンガン及びその化合物については平成２６年５月に指針値が設定された。

（ウ）その他の調査項目について

   その他、環境基準及び指針値が設定されていない８物質についても調査した（表１９）。

   いずれの物質も環境省等が実施した令和元年度の全国調査結果の平均値と比較して、

同程度若しくはそれ以下の濃度レベルであった。

表１９ 環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質（８物質）

           (ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、酸化ｴﾁﾚﾝ、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、塩化ﾒﾁﾙ、ﾄﾙｴﾝ 単位：μg/ｍ
3
)

                                                (上記以外の物質 単位：ｎg/ｍ
3
)

物 質 名

長崎県の調査結果

（令和３年度）

全国の調査結果

（令和２年度）

地点数 平均値
年平均値の範囲

地点数 平均値
年平均値の範囲

最小値 最大値 最小値 最大値

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 5 1.5 1.1 1.9 304 2.0 0.64 14

酸化ｴﾁﾚﾝ 5 0.041 0.026 0.058 237 0.070 0.016 0.72

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 4 0.093 0.050 0.13 298 0.16 0.0081 3.1

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 5 2.0 1.9 2.3 310 2.4 0.92 11

ﾍﾞﾘﾘｳﾑ及び

その化合物
3 0.028 0.016 0.035 255 0.018 0.0019 0.10

ｸﾛﾑ及び

その化合物
4 4.7 2.8 8.0 266 3.9 0.19 26

塩化メチル 3 1.6 1.3 1.8 319 1.4 0.32 4.1

トルエン 4 4.0 1.8 9.4 369 5.8 0.33 180
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(2) ダイオキシン類調査

   ダイオキシン類対策特別措置法第２６条第１項の規定に基づき、長崎県内における大気環境中

のダイオキシン類の濃度を把握するため調査を実施した。

   令和３年度は県内８地点で調査を実施したが、その調査結果について表２０に示した。

   ８地点の平均値は 0.01 pg-TEQ/m3、濃度範囲は 0.0025 ～ 0.030 pg-TEQ/m3であり、全ての調

査地点で環境基準値(年平均値 0.6 pg-TEQ/m3)を下回った。

   令和２年度に全国の自治体が６１４地点で実施した調査結果（以下「全国調査結果」という。）

について表２１に示した。令和３年度の本県の調査結果は、全国調査結果と比較すると、概ね低

い濃度レベルであった。

表２０ 大気環境中ダイオキシン類濃度調査結果

                                                              （単位：pg-TEQ/m3)

No 調  査  地  点 所 在 地 地 域 区 分
調査対象

分    類
年平均値

１ 小ヶ倉測定局 長崎市小ヶ倉町
長 崎 地 区

一 般 環 境 0.012

２ 中央橋自動車排出ガス測定局 長崎市江戸町 沿 道 0.0097

３ 宮地区コミュニティセンター 佐世保市城間町

佐世保地区

発生源周辺 0.019

４ 佐世保市環境センター 佐世保市稲荷町 一 般 環 境 0.0075

５ 佐世保市福石測定局 佐世保市福石町 沿 道 0.0078

６ 時津小学校大気測定局 西彼杵郡時津町 西 彼 地 区 一 般 環 境 0.018

７ 県央保健所 諫早市栄田町 県 央 地 区 一 般 環 境 0.009

８ 上五島保健所 南松浦郡新上五島町 離 島 地 区 一 般 環 境 0.005

表２１ 令和２年度 大気環境中ダイオキシン類濃度の全国調査結果

                                             （単位：pg-TEQ/m3)

地域分類 地点数 検体数 平均値 最小値 最大値

全 体 614 1745 0.017 0.0025 0.33

一 般 環 境 465 1301 0.017 0.0025 0.23

発 生 源 周 辺 121 354 0.018 0.0031 0.33

沿 道 28 90 0.017 0.0045 0.096


